作成例

	ここでご紹介している協定書の内容は作成例であり、以下の内容が整備されていることを認定の要件として求めるものではありません。実際の協定締結にあたっては、関係者間で協議のうえ作成いただきますようお願いいたします。



●●●と▲▲▲との連携協力に関わる協定書

●●●（以下「甲」という。）と▲▲▲（以下「乙」という。）は、連携・協力に関する基本事項について、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。記載例


[bookmark: _GoBack]（目的）
第１条　本協定は、地域課題に適切に対応していくため、甲及び乙が相互に連携・協力し、持続可能な地域づくりに取り組むことを目的とする。

（連携・協力事項）
第２条　甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携・協力する。
　＜例＞
	・甲が実施する○○行事の運営・準備に関すること。
・●●地区の環境美化活動に関すること。
・甲が開催する行事に際し、□□や○○等の用具について、貸出及びその設営・撤去に関すること。
・会議、広報活動等の事務業務補佐及び乙が保有するパソコン及びコピー機の使用に関すること。
・その他甲及び乙の協議により必要と認めたこと。



（連絡調査窓口）
第３条　前条の連携協力を円滑かつ効果的に進めるため、甲及び乙の双方に窓口を設置し、連携協力を進めるにあたり必要な協議を行うものとする。

（期間）
第４条　本協定の有効期間は、協定締結の日から○年○月○日までとする。ただし、この協定書の有効期限満了の日の１月前までに、甲及び乙のいずれからも改廃の申し入れがないときは、さらに１年間更新するものとし、その後も同様とする。

（守秘義務）
第５条　甲及び乙は、本協定に基づく連携に当たり、知り得た他の当事者の秘密を第三者に開示、漏洩してはならない。
２　前項の規定に関わらず、事前の相手方の承諾を得た場合、甲又は乙以外の者に対し情報を提供することができるものとする。

（その他）
第６条　本協定に定めのない事項及び本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して変更又は解除を行うものとする。

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙は、それぞれの署名の上、各自その１通を保有するものとする。

　○年○月○日

　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　乙
